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Ⅰ 計画策定にあたって 

我が国では、高齢化率のさらなる上昇、核家族世帯・単身・夫婦のみの高齢者世帯の増加、地域における人

間関係の希薄化など、高齢者や家族介護者を取り巻く環境が大きく変容してきています。 

このような状況の中、国においては、平成１２（２０００）年度に介護保険制度を創設し、要介護高齢者や認知

症高齢者数の増加、介護サービスの利用の定着化など、社会情勢の変化に合わせて制度の見直しを繰り返し

てきました。令和７（２０２５）年には、いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者になり、さらにその先の「団塊ジュニ

ア世代」が６５歳以上となる令和２２（２０４０）年に向け、介護サービスの需要が更に増加・多様化することが想

定されています。その一方で、現役世代の減少は顕著となり、地域の高齢者介護を支える担い手の確保が重要

となっています。 

サービス利用者の増加に伴ってサービス費用が急速に増大する中で、制度を維持しつつ、高齢者の生活機

能の低下を未然に防止し維持・向上させるために、介護予防の推進体制を確立することが大きな課題となって

います。 

さらに、一人ひとりが適切な支援を受け、住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、「医療」、「介

護」、「予防」、「住まい」、「生活支援」が一体的に提供され、地域住民主体の見守り・健康づくり・生活支援・助け

合いなどの活動を連携してサポートする「地域包括ケアシステム」の深化・推進が求められています。 

浜田地区広域行政組合においても、地域包括ケアシステムのあるべき姿を念頭におきながら、各種施策を

見直し、圏域内（浜田市及び江津市。以下「本圏域」という。）の全ての高齢者やその家族が、住みなれた地域の

中で、有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができ、安心して、生き生きと生活することができる

社会（地域共生社会）を目指します。 

 

１ 計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの3年間を計画期間として策定するものです。 

 

 

２ 日常生活圏域の設定 

 高齢者が住みなれた環境で暮らし続

けるため、右のとおり１１圏域を設定し

ます。ただし、サービスの提供体制が整

わない場合等については、利用者の

個々の生活実態に合わせて、「日常生活

圏域」→「生活圏域」→「圏域」の順に対

象範囲を柔軟に拡大して対応するもの

とします。 
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Ⅱ 地域の高齢者に関する現状と今後の推移 

１ 高齢者の現状 

（１）総人口と高齢者数の推移と推計 

総人口と高齢者数はいずれも減少していく見込みとなっています。一方で団塊の世代の高齢化に伴い、 

７５歳以上の後期高齢者はしばらくの間増加するとみられており、今後さらなる少子高齢化が予測されてい

ます。   

 

出典：【実績値】住民基本台帳（各年１０月１日現在）【推計値】コーホート変化率法による推計値    

 

（２）日常生活圏域別の高齢者の状況 

日常生活圏域別に高齢者数と高齢化率をみると、圏域によって大きな差がみられます。 金城、旭、三隅、

江津東部、桜江の各圏域では高齢化率が４０%を超え、弥栄では５０％を超えています。  

 

出典：浜田市・江津市住民基本台帳人口（令和５年１０月１日現在）          
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（3）要支援・要介護認定者の推移と推計 

本計画期間における要支援・要介護認定者は、ほぼ横ばいで推移することが見込まれます。 

 

出典：【実績値】介護保険事業状況報告各年９月末【推計値】見える化システムによる推計値      
 
 

（４）認知症高齢者の状況 

要支援・要介護認定者のうち、認知症高齢者自立度がⅡa以上の人は、令和3年をピークに減少傾向とな

っているものの、認知症高齢者自立度がⅡa以上の割合は、令和５年は７４.２％となっています。 

 

 

出典：厚生労働省「介護保険総合データベース」各年１０月時点         
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【浜田圏域の要介護等認定者の推計】
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Ⅲ 計画の基本構想 

１ 本圏域の目指すべき姿と基本方針 

本圏域の全ての高齢者が心身の状況変化により「転々としないこと」、そして、「住みなれた地域で自分らしく

暮らすことができる圏域」を目指していきます。 その実現に当たっては、「高齢者の自立」、「地域での支えあ

い」、「住みなれた地域での暮らし」、「生活者視点での地域包括ケア」の実現を第８期計画に引き続き基本方針

とします。 

 

 

 

基 本 方 針

・高齢者の自立
・地域での支えあい
・住みなれた地域での暮らし

「生活者視点での地域包括ケア」

目指すべき姿（転々としない）

１ 住みなれた家で暮らし続ける ２ なじみの関係で暮らし続ける ３ 圏域内で暮らし続ける

基 本 理 念

「住みなれた地域で自分らしく暮らしていくこと」ができる圏域（転々としない）

人がケアに

合わせる仕組み
サービス単位、施設単位で

最適化されている仕組み

人にケアを

合わせる仕組み
地域単位、生活圏域で

最適化されている仕組み

現状 目指す姿

虚弱

在宅サービス

通所サービス

グループホーム

老人ホーム

一般入院

認知度

寝たきり

孤立・医療ケア

介護保険施設

医療機関

圏域外の施設・医療機関

サービスを求めて、

転々とする

そのときに必要なサービスを

最適化して組み合わせる

（ケアマネジメント）

生活圏域（地域）

地域の見守り 生活支援

高齢者住宅

施設

総合事業

同じ場所で生活を続ける

なじみの関係性の中で、

マイペースに暮らせる環境の維持

地域密着型サービス

訪問サービス

通所サービス

短期入所

在宅医療



 

5 

２ 本計画の基本目標 

計画の基本方針を実現するために、以下のような６つの基本目標を定め、様々な施策を展開していきます。 

 

 

地域共生社会の理念のもと、自分のこととして人と人が繋がり、生きがいや役割をもってお互い助け合

いながら暮らすことができる地域を目指します。特に、介護保険の分野では、地域包括ケアシステムの充

実を図ることにより、医療関係者や介護サービス事業者、そして地域住民などが様々に関わり合い支える

ことで、高齢者が「住みなれた地域で自分らしく暮らしていくことができる圏域」を目指していきます。  

 

 
 
 

 

高齢者がいつまでも健康で自立した生活が送れるよう、引き続き介護予防や健康づくりの取組を進め

るほか、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施により、フレイル予防も積極的に取り組んでいきま

す。また、本圏域の特徴的取組のひとつ「いきいき百歳体操」に取り組む通いの場の充実を図っていきま

す。これらの取組により、要介護認定率の上昇を抑えて健康寿命の延伸を目指します。 

 

 

 
 

 

高齢者が地域活動を通じて生きがいを感じ、様々な場面で地域のリーダーや支え役として活躍できる

よう支援体制の充実を図っていきます。また、生活支援体制の整備に当たっては、民間企業の事業のみな

らず、高齢者をはじめとする地域住民の支え合いによる共助の仕組づくりを進めていきます。  

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 地域共生社会と地域包括ケアシステムの実現

主な取組

地域共生社会の実現に向けた取組１ ２ 地域特性を踏まえた地域包括ケアの充実

３ 地域包括支援センターの体制強化 高齢者の住まいを中心とした生活基盤の整備４

基本目標Ⅱ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進

主な取組

介護予防事業の推進１

基本目標Ⅲ 地域活動と連携した生活支援体制の充実

主な取組

高齢者の生きがいと暮らしの向上１ ２ 生活支援体制の充実と担い手の育成
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認知症になってもその人らしく暮らせるよう、認知症に対する理解促進と支援体制の強化を進めます。

また、高齢者の尊厳を大切にし、高齢者虐待や権利侵害の防止に向け必要な措置を講ずるとともに、高齢

者に優しい圏域を目指していきます。 

 

 

 
 

 

医療処置を必要とする高齢患者が、療養の場を求めて圏域外の介護施設に入所している現状を踏まえ、

必要とされる介護医療院の整備を進めていきます。また、在宅で生活する要介護高齢者に対しては、医療

系在宅サービスの充実を図るとともに、医療と介護の切れ目ない連携により安心して生活できる圏域を

目指していきます。 

 

 

 
 

 

慢性的な担い手不足から人材確保が喫緊の課題となっているため、幅広い世代の人に介護の仕事に魅

力を感じてもらえるよう「介護のすそ野」を広げる取組を進めていきます。また、介護従事者のスキルアッ

プや介護サービスの質の向上を図ることにより、将来にわたって安全・安心なサービスが提供されるよう、

引き続き既存事業の推進と充実を図っていきます。 

 

 
 

  

基本目標Ⅳ 認知症施策と権利擁護の推進

主な取組

認知症への理解と支援体制１ ２ 高齢者等の権利擁護の推進

基本目標Ⅴ 医療・介護の連携の推進

主な取組

医療・介護連携体制の強化１ ２ リハビリテーションの推進

基本目標Ⅵ 介護人材の確保と質の向上

主な取組

介護サービスの質の向上１ ２ 地域人材の育成

３ 最新技術を導入した業務改善と効率化の促進
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Ⅳ 本計画の目標指標 

１ 計画の目標指標 

本計画では、目標指標を定め、重点的に取り組みます。 

 

項目 指標 現状 令和８（２０２６）年度目標 

基本目標Ⅰ 

地域共生社会と地域包

括ケアシステムの実現 

地域包括支援センターの 

認知度（困りごとの相談窓

口の周知状況） 

－ 
認知度の向上に取り組み、 

次回アンケートで検証 

圏域住民の主観的幸福感 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

５５％ ６０％ 

基本目標Ⅱ 

介護予防・健康づくり施

策の充実・推進 

６５歳の健康寿命 

（平均自立期間） 

男性：１７．3９年 

女性：２０．４９年 

男性：１９．５０年 

女性：２１．９５年 

（島根県 令和１２年度） 

要支援・要介護認定率 
２２．４％ 

（令和５年3月） 

２０．７％ 

（島根県平均） 

通いの場の設置数 ８１１か所 ８７０か所 

基本目標Ⅲ 

地域活動と連携した 

生活支援体制の充実 

生活支援体制整備に関する 

協議体の開催 
１５回 ２０回 

地域活動づくりへ 

参加している人の割合 
７．８％ ２０．０％ 

基本目標Ⅳ 

認知症施策と権利擁護

の推進 

チームオレンジの数 ２チーム ９チーム 

認知症サポーターの育成 １２,２５８人 １3,４００人 

認知症の相談窓口の 

周知状況 
3１．１％ ５０．０％ 

権利擁護の促進 － 
権利擁護に対する認識の向上に

取り組み、次回アンケートで検証 

基本目標Ⅴ 

医療・介護の連携の推進 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護の整備 
－ １事業所（令和６年度） 

看護小規模多機能型 

居宅介護の整備 
－ １事業所（令和８年度） 

アドバンス・ケア・プランニ

ング（ＡＣＰ）の認知度 
－ 

認知度の向上に取り組み、 

次回アンケートで検証 

基本目標Ⅵ 

介護人材の確保と 

質の向上 

介護の入門的研修参加者数 ２０人（２会場） 3０人（２会場） 

人材キャリアアップ事業 

申請者数 
４０人（年間） ８０人（年間） 

ケアプラン指導研修事業 

参加事業所数 

対象事業所の 

５０％ 
全事業所 
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２ 介護サービスの整備目標 

高齢者が安心して住みなれた地域で暮らせるためのサービス提供体制の確保、充実を目指し、地域医療提

供体制、地域医療構想等との整合性を図る中で、医療との連携強化による在宅生活の維持、居宅サービスの

充実、医療病床の変化に対応した施設サービスの整備を図ります。 

 

区分 種 別 

地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ・  看護小規模多機能型居宅介護 

施設サービス 介護医療院  ・  介護老人保健施設 

 

Ⅴ 第１号被保険者の介護保険料の設定 

１ 保険給付費の財源 

介護保険制度における総事業費の財源構成は、原則として５０％を被保険者の保険料、残りの５０％を公費

としています。また、被保険者の保険料のうち、第１号被保険者の割合が２3％、第２号被保険者の割合が２７％

となります。（第８期介護保険事業計画と同じ割合です。） 
 

 

２ 介護保険料の推移 

本圏域における介護保険料の基準額の推移は以下のとおりです。 

 

  

国

25.00%

島根県

12.50%

本組合

（保険者）

12.50%

第１号被保険者

23.00%

第２号被保険者

27.00%

●居宅サービス

●地域密着型サービス

●介護予防・日常生活支援総合事業

国

20.00%

島根県

17.50%

本組合

（保険者）

12.50%

第１号被保険者

23.00%

第２号被保険者

27.00%

●施設等給付

国

38.50%

島根県

19.25%

本組合

（保険者）

19.25%

第１号被保険者

23.00%

●包括的支援事業、任意事業

2,834 3,330
4,800 4,500

5,880
6,560 6,980 6,600 6,600

1.00

1.18

1.44

0.94

1.31

1.12 1.06
0.95 1.00

0.00

0.50

1.00

1.50

0

5,000

10,000

15,000

第１期

（H12～H14）

第２期

（H15～H17）

第３期

（H18～H20）

第４期

（H21～H23）

第５期

（H24～H26）

第６期

（H27～H29）

第７期

（H30～R2）

第８期

（R3～R5）

第９期

（R6～R8）

保険料 対前期比（円）
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3 介護保険料の算出 

基準月額 ６,６００円 

４ 所得段階別保険料額の設定 

 

対象者 

保険料率 月額（円） 年額（円） 住民税課税状況 
所得等 

世帯 本人 

第１段階 非課税 非課税 

老齢福祉年金の受給者 

又は生活保護の受給者 ０.４５５ 

 （０.２８５）※ 

3,００3円 

（１,８８１円） 

3６,０3６円 

（２２,５７２円） 

前
年
の
課
税
年
金
収
入
額
と 

合
計
所
得
金
額
の
合
計 

８０万円以下 

第２段階 非課税 非課税 １２０万円以下 
０.６８５ 

 （０.４８５）※ 

４,５２１円 

（3,２０１円） 

５４,２５２円 

（3８,４１２円） 

第3段階 非課税 非課税 １２０万円超え 
０.６９０ 

 （０.６８５）※ 

４,５５４円 

（４,５２１円） 

５４,６４８円 

（５４,２５２円） 

第４段階 課税 非課税 ８０万円以下 ０.９００ ５,９４０円 ７１,２８０円 

第５段階 課税 非課税 ８０万円超え 
１.０００ 

(基準) 
６,６００円 ７９,２００円 

第６段階  課税 

前
年
の
合
計
所
得
金
額 

１２０万円未満 １.２００ ７,９２０円 ９５,０４０円 

第７段階  課税 
１２０万円以上 

１７０万円未満 
１.４００ ９,２４０円 １１０,８８０円 

第８段階  課税 
１７０万円以上 

２１０万円未満 
１.６００ １０,５６０円 １２６,７２０円 

第９段階  課税 
２１０万円以上 

3２０万円未満 
１.８００ １１,８８０円 １４２,５６０円 

第１０段階  課税 
3２０万円以上 

４２０万円未満 
２.０００ １3,２００円 １５８,４００円 

第１１段階  課税 
４２０万円以上 

５２０万円未満 
２.２００ １４,５２０円 １７４,２４０円 

第１２段階  課税 
５２０万円以上 

６２０万円未満 
２.４００ １５,８４０円 １９０,０８０円 

第１3段階  課税 ６２０万円以上 ２.６００ １７,１６０円 ２０５,９２０円 

※第１段階から第3段階については、国・県・市の公費による「低所得者保険料軽減繰入金」による軽減が継続されることから、実質の負

担割合は基準額の０.２８５、０.４８５、０.６８５となります。 

 

本計画では、所得段階別の区分に国の標準

１3段階を基準とした上で、１７０万円以上の所

得のある第１号被保険者の区分を細分化し、

保険料の負担割合を設定することにより、全

体の介護保険料の負担の抑制と低所得者の負

担軽減を図り、被保険者の負担能力に応じた

きめ細やかな保険料率を設定しました。  

 

0.455

0.685 0.690

0.900
1.000

1.200
1.400

1.600

1.800
2.000

2.200
2.400

2.600

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

(基準額に対する割合)

基準保険料率
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